
申請支援サービス登録手順（建設工事）
【中間年の追加申請】

○令和7年6月から2年間有効の入札参加資格を有していない方で、令和8年度に早島町の入
札（見積り）に参加を希望する方は、この手順に沿って入力してください。

○令和7年6月から2年間有効の入札参加資格を有している方で、業種の追加を希望する方は、
この手順に沿って入力してください。

○この申請支援サービスシステムは、システムを使用している市町村で情報を共有しているた
め、「本社情報」、「営業所情報」、「職員名簿・資格」、「申請事前登録」については、一度入力を
することにより、システムを使用している市町村への複数の申請を簡単に行うことができます。
【令和8年3月現在使用している市町村】・・・7市町
瀬戸内市、高梁市、真庭市、美作市、里庄町、美咲町、早島町

○ログイン後、本社情報、営業所情報、建設業許可登録及び経営審査情報を必ず最新の情報
に更新してください。

○入力で必須となっている項目に入力が無い場合は更新されません。

○入力のマニュアル（説明書）は、画面の右上にある「説明はこちら」（オレンジ色のボタン）を選
択していただくと表示されます。
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申請支援サービス登録方法（建設工事）
利用者登録（新規登録）

初めてこのシステムを利用する場合は利用者登録をしてください。（登録済の場合は次頁へ）

■ログイン

早島町HPの「ログイン画面（申請支援サービス）」のリンクをクリックし、ログイン画面の【初めてご利用になる方】から登録画面を開きます。

ログイン画面にあ
る【初めてご利用
になる方】から利
用者登録を行いま
す。

■新規登録
任意の業者ＩＤと商号または
名称、メールアドレスを入力
し登録します。
業者ＩＤは次回ログイン時に
必要になります。次年度以降
の申請にも利用しますので、
記録に残す等、大切に保管し
てください。

登録したメールアドレスに本登録用ＵＲＬが記載されたメールが
送信されます。
（送信元メールアドレス:gyousyasup@gyouseisol.jp）

■パスワード設定

■本社情報 ■メインメニュー

任意のパスワードを登録します。
次回以降のログイン時に必要になります。
次年度以降の申請にも利用しますので、記
録に残す等、大切に保管してください。 本社情報を登録します。 メインメニューが表示されます。

（ログインすると最初に表示される画面です。）

１．利用者登録
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メールに記載されている
本登録用ＵＲＬをクリックし
ます。



申請支援サービス登録方法（建設工事）
ログイン

利用者登録済の業者はトップ画面からログインを行い、メインメニューを開きます。

■ログイン ■メインメニュー

業者ＩＤとパスワードを入力し、「ログイン」
をクリックします。

業者ＩＤ
パスワード

入力項目
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２．ログイン

←本社情報
←営業所情報
←職員名簿・資格
←申請事前登録
←指名願い
←情報公開
←各種設定
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■本社情報

商号または名称
商号または名称カナ
郵便番号
個人・法人区分、営業開始年
郵便番号
所在地
電話番号、ＦＡＸ番号
代表者 職名
代表者 氏名、代表者 氏名カナ
電子メールアドレス
インボイス情報

（登録がある場合）

入力後、右上の「更新」をクリックします。
その次の画面で「確認」ボタンをクリックすると、メインメ
ニューへ戻ります。

申請支援サービス登録方法（建設工事）
本社情報の編集（必須）※最新の情報に更新してください。

本社情報の修正を行います。メインメニューから「本社情報」をクリックします。
商号または名称、代表者や所在地などを最新の情報に更新してください。

３．本社情報

入力項目



申請支援サービス登録方法（建設工事）
営業所情報登録（入札・契約権限を支店に委任する場合のみ）
営業所の情報を新規登録、編集、削除を行います。メインメニューから「営業所情報」をクリックします。
入札・契約に関する権限を営業所・支店に委任する場合は登録が必要です。
（委任しない場合は「営業所情報」の入力は不要です。）

■営業所情報

営業所を追加する場合は【営業所追
加】をクリックしてください。
営業所情報を修正する場合は、一覧
から修正する営業所を選択して【営
業所編集】をクリックしてください。

営業所名称（営業所・支店の名称のみ入力してください。本社
の名称は入力しないでください。）
営業所名カナ
郵便番号、所在地
電話番号、ＦＡＸ番号
営業所代表者 職名
営業所代表者 氏名、営業所代表者 氏名カナ
電子メールアドレス

入力項目
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４．営業所情報登録

●新規登録・編集:入力後、右上の「更新」ボタンをクリックします。
●削除:右上の「削除」ボタンをクリックすると、営業所情報が削除されます。
次の画面で「確認」ボタンをクリック後、右上の「戻る」ボタンをクリックしてメインメニューへ戻ります。

職員名簿・資格（入力不要）
※早島町への申請では「職員名簿・資格」の入力は必要ありません。（入力してあっても、手続上問題はありません。）



申請事前登録の建設業情報
建設工事を申請する場合に事前に登録が必要となる情報です。
メインメニューから「申請事前登録」→「建設業情報」→ 「建設業許可登録」の順にクリックします。

建設業許可登録（必須）※最新の情報に更新してください。
ここで登録した特定建設業または一般建設業の業種について、次のページの経営審査情報の入力が可能となります。

建設業許可番号
建設業業種選択（ ）
建設業許可年月日
※最新の情報に更新してください。

入力項目

■建設業許可登録
■建設業許可登録 特定建設業

■建設業許可登録 一般建設業
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申請支援サービス登録方法（建設工事） ５．申請事前登録（建設業情報）【①建設業許可登録】

入力後、右上の「更新」ボタン
をクリックします。
次の画面で「確認」ボタンをク
リックすると、「建設業許可登
録」画面へ戻ります。

すべての業種の入力が完了したら、右上の「戻る」ボタンをクリックして
建設業情報メニューへ戻ります。



経営審査情報（必須）※最新の情報に更新してください。
経営審査情報の登録、編集をします。建設業情報メニューから「経営審査情報」をクリックします。

許可番号（確認のみ）
審査基準日
建設工事の種類（※）

総合評定値（Ｐ）
完成工事高 ２年又は３年平均・評点（Ｘ１）
※完成工事高が「０（ゼロ）」の業種は、申請できません。

元請完成工事高及び技術職員数 元請完成工事高・技術職員数・評点（Ｚ）
自己資本額及び利益額
決算区分、科目（単独決算または連結決算）
経営状況
その他の審査項目

入力項目

■経営審査情報
建設業許可登録で特定建設業または一般建設業が登録済の工種について
総合評定値（Ｐ）から評定（Ｚ）の項目を入力します。
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申請支援サービス登録方法（建設工事） ５．申請事前登録（建設業情報）【②経営審査情報】

※早島町への申請では、入札参加資格審査の申請をする工種の
み入力をしていただければ結構です。（申請しない工種に入力
してあっても、手続上問題はありません。）

入力後、右上の「更新」ボタンをクリックします。
次の画面で「確認」ボタンをクリックすると、建設業情報メニューへ戻ります。

営業所専任技術者登録（不要）
※早島町への申請では「営業所専任技術者登録」は必要ありません。

（入力してあっても、手続上問題はありません。）

左上の「申請事前登録メニュー」ボタン →「メインメニューへ」ボタンをク
リックして、メインメニューへ戻ります。



指名願い
指名願いの申請資料を作成します。メインメニューから「指名願い」をクリックします。
■指名願い

申請を行う「早島町」をクリッ
クします。

8

「建設工事申請」をクリック
します。

申請支援サービス登録方法（建設工事） ６．指名願い登録①



建設業 指名願い

申請区分を選択します。

契約等を行う営業所(委任先)を選択します。

契約等を行う本社または営業所(委任先)の所在地を以下の区分により「市町村内」「県内」「県外」から選択します。

●「市町村内」:契約等を行う本社または営業所(委任先)が早島町内にある場合

●「県内」:契約等を行う本社または営業所(委任先)が岡山県内（早島町内を除く。）にある場合

●「県外」:契約等を行う本社または営業所(委任先)が岡山県外にある場合

本社または営業所を選択します。
※営業所情報が登録されていない場合は【契約等
(委任先)を行う営業所】は表示されません。
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申請支援サービス登録方法（建設工事）

右上の「次へ」をクリックします。

６．指名願い登録②
建設工事の指名願いを登録します。

右上の「次へ」をクリックします。



「担当者情報」を確認し、修正してください。

申請内容を確認し、内容に間違いなければ
右上の「登録」ボタンをクリックします。
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申請支援サービス登録方法（建設工事）

「申請資料を作成中です」というメッセージが表
示されます。

自動的に次の画面へ切り替わります。
（切り替わらない場合は、手動で「再読込」ボタン
をクリックすることを何度か試してください。）

６．指名願い登録③

担当者情報を確認・入力し、申請内容を確認した後に登録します。

入札参加を希望する業種を選択します。
追加・変更前の業種が表示されます。

※申請事前登録（建設業）（建設業許可登録・経営審査情報）で
登録された業種が選択可能です。
※完成工事高が「０（ゼロ）」の業種は、申請しないでください。
※早島町への申請では、希望業種数は「３業種以内」としてくだ
さい。（町内・準町内業者を除く。）
（希望業種数の考え方については、ホームページ掲載の資料を別
途確認してください。）

右上の「次へ」をクリックします。



「申請資料」と「添付ファイル」の２種類のデータを両方ダウンロードします。

②添付ファイル欄の「ダウンロード」ボタンをクリックし、添付
ファイルをダウンロードします。（Excelファイルは様式に必要事
項を入力してから印刷してください。）

以上で、システムの登録は完了です。
提出要領をよくご確認の上、ダウンロードした資料（①＋②）を印刷したものと、証明書等必要書類を

4月1日以降に提出（郵送）してください。
（申請の電子化ではありませんので、紙での提出が必要です。）
※書類の不備（記入漏れ、押印漏れ等）がないよう、提出前によくご確認ください。

※ PDF・Excelデータをダウンロードし忘れた等で資料を再度ダウンロードしたい場合は、「メインメニュー」→「指名
願い」→「申請履歴参照」の順にクリックして進み、該当する申請履歴を選択し、右上の「詳細」→「申請書出力」をク
リックすることにより、申請資料①と②のダウンロード画面が表示されます。（受付状況についても、同じ「申請履歴参
照」画面から確認することが可能です。）
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申請支援サービス登録方法（建設工事）

①中央の申請資料欄の「申請用資料ダウンロード」をクリック
すると、入力してきた情報が反映された申請用資料がＰＤＦで
出力されるので、パソコン等に保存し、印刷してください。

①

②

③ ダウンロードできたら、右上の「確認」ボタンをクリックします。

③

７．申請資料・添付ファイル出力

※申請日の日付は、自動的に「申請支援サービ
スに登録した日」が出力されます。
（出力された日付が受付開始前の３月の日付で
あっても、そのまま提出してください。）


